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補
正
予
算
議
案

◆
議
案
第
９
号

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算

　

職
員
人
件
費
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
応
事
業
の
調
整
、
除
雪

関
係
経
費
の
増
額
の
ほ
か
、
各
事

業
の
決
算
見
込
み
等
を
そ
れ
ぞ
れ

調
査
し
取
り
ま
と
め
た
結
果
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
２
６
４
万

円
を
増
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
７
３
億
５
８
５
９
万
円
と

し
た
。

◆
議
案
第
10
号

令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

【
直
診
勘
定
】　

決
算
見
込
み

を
勘
案
し
た
調
整
（
８
２
万
円
の

減
額
）

◆
議
案
第
11
号

令
和
３
年
度
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
特
別
会
計
補
正
予
算

　

決
算
見
込
み
を
勘
案
し
た
調
整

（
３
９
４
万
円
の
減
額
）

条
例
に
関
す
る
議
案

◆
議
案
第
12
号

深
浦
町
課
設
置
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

組
織
機
構
の
簡
素
化
、
合
理
化

に
よ
り
効
率
的
な
行
政
事
務
執
行

の
推
進
を
図
る
た
め
、
所
要
の
整

備
を
す
る
。

【
改
編
の
概
要
】

①
税
務
課
と
会
計
課
を
統
合
し
、

税
務
会
計
課
を
新
設

②
建
設
課
と
水
道
課
を
統
合
し
、

建
設
水
道
課
を
新
設

③
財
産
整
備
室
を
廃
止
し
、
財
政

課
施
設
管
理
係
と
統
合
し
、
財
政

課
に
公
有
財
産
管
理
係
を
新
設

④
建
設
課
の
分
掌
事
務
の
「
財
産

に
関
す
る
事
項
」
及
び
「
法
定
外

公
共
物
に
関
す
る
事
項
」
を
財
政

課
に
移
管

⑤
建
設
課
と
水
道
課
の
分
掌
事
務

を
統
合

◆
議
案
第
13
号

深
浦
町
消
防
団
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
団
員
の
年
額
報
酬

の
引
き
上
げ
を
行
う
た
め
、
所
要

の
改
正
を
す
る
。

【
改
正
内
容
】

◆
議
案
第
14
号

深
浦
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
取
得

要
件
の
緩
和
及
び
取
得
し
や
す
い

勤
務
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
。

◆
議
案
第
15
号

深
浦
町
第
２
号
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
令

和
４
年
６
月
か
ら
１
・
１
７
５
月

（
０
・
１
７
５
月
増
）
に
見
直
す

た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

◆
議
案
第
16
号

深
浦
町
第
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を

令
和
４
年
６
月
か
ら
１
・
１
７
５

月
（
０
・
１
７
５
月
増
）
に
見
直

す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

◆
議
案
第
17
号

深
浦
町
基
金
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

深
浦
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
事

業
基
金
を
廃
止
し
、
新
た
に
深
浦

町
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
基
金
の

設
置
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す

る
。

◆
議
案
第
18
号

深
浦
町
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
給
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

す
る
。

◆
議
案
第
19
号

深
浦
町
国
民
健
康
保
険
診
療
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　

深
浦
町
国
民
健
康
保
険
関
診
療

所
の
閉
院
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
す
る
。

報酬（年額）

区分

部長

班長

団員

改定前 改定後

16,000円

14,000円

12,000円

18,000円

16,000円

14,000円
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◆
議
案
第
20
号

深
浦
町
若
者
定
住
促
進
施
設
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　

ア
オ
ー
ネ
白
神
十
二
湖
の
使
用

料
を
、
近
年
の
物
価
高
騰
に
対
応

す
る
た
め
上
限
と
す
る
金
額
を
引

き
上
げ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

す
る
。

◆
議
案
第
21
号

深
浦
町
十
二
湖
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例

　

青
森
県
か
ら
無
償
譲
渡
を
受
け

る
十
二
湖
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
を

規
程
す
る
。

◆
議
案
第
22
号

深
浦
町
立
学
校
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

岩
崎
中
学
校
と
深
浦
中
学
校
の

統
合
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す

る
。

　

そ
の
他
の
議
案

◆
議
案
第
23
号

深
浦
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
の
件

　

教
育
委
員
に
安
田
信し

ん

樂ぎ
ょ
う 

氏
（
鰺

ヶ
沢
町
赤
石
町
）
を
任
命
す
る
こ

と
に
同
意
し
た
。

　

任
期
は
令
和
４
年
５
月
14
日
か

ら
４
年
間
で
す
。

　
報　

告

◆
報
告
第
１
号

専
決
処
分
し
た
事
項
の
報
告
及

び
そ
の
承
認
を
求
め
る
の
件

　

国
の
補
正
予
算
（
子
育
て
世
帯

等
臨
時
特
別
支
援
事
業
）
に
伴
い
、

18
歳
以
下
の
子
供
の
内
、
中
学
生

以
下
の
子
供
に
つ
い
て
児
童
手
当

支
給
の
仕
組
を
活
用
し
、
令
和
３

年
12
月
中
に
１
人
に
つ
き
現
金
10

万
円
を
一
括
支
給
す
る
た
め
予
算

措
置
を
速
や
か
に
行
う
必
要
か
ら
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
６
８
１
万

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
総
額
を

70
億
１
６
９
４
万
円
と
す
る
令
和

３
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
の
専

決
処
分
を
行
っ
た
。
（
令
和
３
年

12
月
14
日
専
決
）

◆
報
告
第
２
号

専
決
処
分
し
た
事
項
の
報
告
及

び
そ
の
承
認
を
求
め
る
の
件

　

国
の
補
正
予
算
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
事
業
）

に
伴
う
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
対

す
る
10
万
円
給
付
や
所
得
制
限
を

撤
廃
し
、
国
庫
補
助
金
の
対
象
外

と
し
て
給
付
す
る
子
育
て
世
帯
等

臨
時
特
別
支
援
事
業
及
び
雪
害
対

策
に
要
す
る
経
費
に
関
し
緊
急
の

必
要
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
億
３
９
０
２
万
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
総
額
を
７
２
億
５
５
９

５
万
円
と
す
る
令
和
３
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
の
専
決
処
分
を
行

っ
た
。
（
令
和
４
年
１
月
13
日
専

決
）

◆
報
告
第
３
号

深
浦
町
国
民
保
護
計
画
変
更
の

件

　

深
浦
町
国
民
保
護
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等

に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
に

よ
り
報
告
す
る
。

　
陳　

情

◆
陳
情
第
１
号

日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
な
見

直
し
を
求
め
る
陳
情

【
提
出
者
】

青
森
県
平
和
委
員
会

代
表　

安
部　

貴
美
子

　
　
　

田
中　

清
治

　
　
　

中
屋
敷　

泰
一

【
趣
旨
】

　

米
軍
が
日
本
の
航
空
法
を
無
視

し
我
が
物
顔
で
日
本
の
空
を
飛
び

回
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
日
米

地
位
協
定
に
よ
る
も
の
。
日
米
地

位
協
定
は
、
１
９
６
０
年
に
結
ば

れ
た
た
が
、
国
会
で
十
分
に
審
議

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
今
日
ま
で

一
度
も
改
定
さ
れ
て
い
な
い
。
事

故
や
事
件
は
繰
り
返
さ
れ
、
国
民

の
命
と
暮
ら
し
が
脅
か
さ
れ
て
い

る
地
位
協
定
を
抜
本
的
に
見
直
す

こ
と
を
強
く
求
め
る
。

安田 信
し ん

樂
ぎょう

（再任）
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◆
陳
情
第
２
号

「
最
低
賃
金
の
改
善
と
中
小
企

業
支
援
の
拡
充
を
求
め
る
意
見

書
」
の
採
択
を
求
め
る
陳
情

【
提
出
者
】

青
森
県
労
働
組
合
総
連
合

議
長　

奥
村　

榮

【
趣
旨
】

　

人
口
減
少
の
最
大
原
因
は
少
子

化
で
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
若
者

の
県
外
流
出
と
い
う
社
会
的
流
出

が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
力
が
地
方
か
ら
都
市
部
へ
流

出
し
、
地
方
の
人
口
減
少
と
高
齢

化
に
よ
っ
て
地
域
経
済
が
疲
弊
し

て
い
る
。
最
低
賃
金
を
全
国
一
律

に
是
正
す
る
こ
と
と
抜
本
的
に
引

き
上
げ
る
こ
と
は
、
地
域
経
済
を

守
る
た
め
の
経
済
対
策
だ
と
考
え

る
。

①
政
府
は
、
労
働
者
の
生
活
を
支

え
る
た
め
、
最
低
賃
金
１
５
０
０

円
以
上
を
め
ざ
す
こ
と
。

②
政
府
は
、
最
低
賃
金
法
を
全
国

一
律
最
低
賃
金
制
度
に
改
正
す
る

こ
と
。
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小
野
文
之

亀
川

　肇

工
藤
博
利

藤
田
一
則

堀
内
榮
治

小
野
信
吾

大
髙
恒
藏

斉
藤

　登

今

　勝
吉

岩
根

　環

岩
谷

　司

大
川
清
光

③
政
府
は
、
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
が
で
き
、
経
営
が
継
続
で
き
る

よ
う
に
、
中
小
企
業
へ
の
支
援
策

を
最
大
限
拡
充
し
、
国
民
の
生
命

と
く
ら
し
を
守
る
こ
と
。

◆
陳
情
第
３
号

国
民
の
祝
日
「
海
の
日
」
を
７

月
20
日
に
固
定
化
す
る
意
見
書

を
提
出
い
た
だ
き
た
き
件

【
提
出
者
】

海
事
振
興
連
盟

会
長　

衛
藤	

征
士
郎
ほ
か
17
名

【
趣
旨
】

　

平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
以
降
、

「
海
の
日
」
は
「
７
月
の
第
３
月

曜
日
」
に
な
り
、
毎
年
そ
の
日
に

ち
が
変
動
す
る
祝
日
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

「
海
の
日
」
の
制
定
趣
旨
を
顧

み
れ
ば
、
海
を
通
じ
て
人
的
・
文

化
的
交
流
を
図
り
、
経
済
活
動
を

行
っ
て
き
た
わ
が
国
に
と
っ
て
７

月
20
日
を
「
海
の
日
」
と
し
て
国

民
の
認
識
を
得
る
こ
と
は
海
洋
国

家
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
。

地
域
振
興
の
見
地
か
ら
も
、
国
民

の
祝
日
「
海
の
日
」
を
７
月
20
日

に
戻
し
、
固
定
化
す
る
こ
と
が
極

め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。


